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【原則１－７．関連当事者間の取引】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
取締役およびその近親者と当社グル－プとの取引に関する調査を毎年実施し、関連当事者

取引の有無を確認しております。 
取締役が行う競業取引および利益相反取引は、取締役会の事前承認事項としております。 
取引の内容や金額については、会社法および金融商品取引法に従い、適切に開示いたしま

す。 

上場会社がその役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場合には、  

そうした取引が会社や株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を

惹起することのないよう、取締役会は、あらかじめ、取引の重要性やその性質に応じた

適切な手続を定めてその枠組みを開示するとともに、その手続を踏まえた監視（取引の

承認を含む）を行うべきである。 


